
◇　特別特定建築物に追加する特定建築物

　学校 　学校

卸売市場 　病院又は診療所

事務所 　集会場又は公会堂

保育所等 　福祉施設（保育所、児童福祉施設等）

共同住宅 　老人ホーム、福祉ホーム等

運動施設等 　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等

料理店等 　官公署、銀行等

自動車教習所等 　博物館、美術館又は図書館

工場等 　車両の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

　百貨店、マーケットその他の物品販売業の店舗

　飲食店

　理髪店等のサービス業の店舗

　公衆浴場

　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

　展示場

　遊技場

　ホテル又は旅館

バリアフリー法による特定建築物

バリアフリー法による特別特定建築物

（付加条例による追加を含む）

　ホテル又は旅館

　体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

　共同住宅

　自動車の停留又は駐車のための施設

　公共用歩廊

　公衆便所
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